
書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・ 定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人はぐくむ

1 事業実施の方針

令和 6年度は、不登校の子どもの登校を支援する活動、及び、不登校の子供の学習を支援する活動を

中心に事業を展開する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【100】 千円 )
疋私 に記取

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

不登校の子 ど
もの登校を支
援する事業

半年から1年間かけて家
庭訪間を繰り返し、不登校
の子ども及びその親 との
信頼関係を構築した上で、
登校時に子どもを自宅に
迎えに行き、学校まで子供
を送り届ける。

1月 ～
3月 北 区 3名 北区内の

小学生
10名 50

不登校の子 ど
もに学習お よ
び交流の機会

皇
提供す る事

登校 しても教室に入るこ
とが出来ない子供に、元教
師が学校に行って、その子
どもに勉強を教える。
地域の子 ども食堂に子 ど
もを連れて行き、子ども同
士の交流を促進する。

1月 ～
3月 北区 3名 北区内の

小学生
10名 40

地域や学校で
講演会等を開
催する事業

不登校の子どもの親を対
象に、不登校の子どもが登
校出来るようになった事
例の話をして、当法人の活
動を知ってもらう。

1月 ～
3月 北区 3名 北区内の

小学生
10名 10



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人はぐくむ

1 事業実施の方針

令和 7年度は、不登校の子どもの登校を支援する活動、及び、不登校の子供の学習を支援する活動を中

心に事業を展開するとともに、子ども同士の交流を深める活動、及び、当法人の活動を不登校の子どもを

持つ親に知ってもらう活動にも取り組くんでいく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【430】 千円 )

事業内容 日時 場所
従事者
人数

党盃
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費｀
(千 円)

不登校の子 ど
もの登校を支
援する事業

半年から 1年間かけて家
庭訪間を繰 り返 し、不登
校の子 ども及びその親 と
の信頼関係を構築 した上
で、登校時に子どもを自
宅に迎えに行き、学校ま
で子供を送 り届ける。

8回/月 北区 3名 北区内の
小学生

10名 210

不登校の子 ど
もに学習およ
び交流の機会
を提供する事
業

登校 しても教室に入るこ
とが出来ない子供に、元
教師が学校に行って、そ
の子 どもに勉強 を教 え
ス

地域の子 ども食堂に子 ど.

もを連れて行き、子 ども
同士の交流を促進する。

4回/月 1ヒ区 3名 北区内の
小学生

10名 170

地域や学校で
講演会等を開
催する事業

不登校の子 どもの親を対
象に、不登校の子 どもが
登校出来るようになった
事例の話をして、当法人
の活動を知ってもらう。

1回/月 」ヒ区 3名 北区内の
小学生

10名 50

疋 款 に記 朝

された
事業名



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 6年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)

設立・ 定款変更用

はぐく
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小 計 ・ 合 計金  願

70,000
30,000

lW,畷用

100,000

０００
０００
剛

不登校の子どもの登校を支援する事業収益
不登校の子どもに学習および交流の機会を提供する事業収益

地域や学校で講演会等を開催する事業収益

受取利息

受取補助金

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

200.
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卿 ∞

ヨ0,αЮ

００

∞

10,000
30,000
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事務用品費

減価償却費
印刷製本費

消耗品費
水道光熟費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

旅費交通費
施設等評価費用

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

100,α
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和 7年度 活動予算書 (そ の他事業が上墜場合)

設立・定款変更用

舎   輌
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40,1関D
不登校の子どもの登校を支援する事業収益
不登校の子どもに学習および交流の機会を提供する事業収益

地域や学校で講演会等を開催する事業収益

受取利息

賛助会員受取会費
員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

530.00g
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事務用品費

減価償却費
印刷製本費

費
費
熱

品
光

耗
道

消
水

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

430.
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